
「基本理念」について 



２．施策展開の基本方向 
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基本目標 施 策 施策の方向性 

１．地域ネットワークの充実 

５．支え合い、いきいき暮らせる地域づくり 

４．権利擁護の取組の推進 

２．適切な介護保険サービスの確保 

①在宅サービスの促進 

②施設サービスの充実 

③介護保険サービスの質の向上 

④介護保険サービスの適正利用の促進 

⑤介護人材の確保・育成への支援 

⑥感染症対策の促進 

①成年後見制度の普及促進 

②高齢者の虐待防止及び早期発見・早期対応 

①健康づくりの推進・意識の向上 

②生きがいづくりと社会参画の促進 

③生活支援体制整備の推進 

④見守り体制の充実 

⑤災害対策の充実 

①認知症の理解促進 

②早期の気付き・早期支援の推進 

③本人の尊厳確保 

④医療･介護体制の充実 

⑤見守り・地域支援体制の充実 

⑥若年性認知症の人への支援 

⑦介護施設の整備の促進 

①重層的支援体制の推進 

②地域包括支援センターの機能強化 

③介護予防と自立支援の推進 

（保健事業との一体的な推進） 

④地域ケア会議の推進 

⑤在宅医療・介護連携の推進 

⑥在宅での生活支援 

⑦高齢者の住まいの安定確保 

３．認知症の人や家族等への支援の充実 


